
原議保存期間 3 0 年 ( 令 和 3 4 年 ３ 月 3 1 日 ま で )

有 効 期 間 一 種 ( 令 和 1 4 年 ３ 月 3 1 日 ま で )

各管区警察局広域調整担当部長 警 察 庁 丁 運 発 第 9 9 号

警 視 庁 交 通 部 長 殿 令 和 ４ 年 ３ 月 3 1 日

各 道 府 県 警 察 本 部 長 警察庁交通局運転免許課長

（参考送付先）

警察 大学校 交通教養部 長

科学警察研究所交通科学部長

各 方 面 本 部 長

若年運転者期間に係る運転免許の取消しに伴う事務の取扱いについて（通

達）

道路交通法の一部を改正する法律（令和２年法律第42号）によって新設された若

年運転者期間に係る運転免許（以下「免許」という。）の取消しの制度の趣旨、内

容等については、「道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う交通警察の運営

について」（令和４年２月25日付け警察庁丙運発第３号ほか）により通達されたと

ころであるが、その運用上の留意事項は下記のとおりであるので、事務処理上遺漏

のないようにされたい。

なお、この通達において、「法」とは道路交通法（昭和35年法律第105号）を、

｢令」とは道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）を、「府令」とは道路交通法

施行規則（昭和35年総理府令第60号）をいうものとする。

記

第１ 事務処理体制の確立

業務主管課長は、若年運転者期間に係る免許の取消しに該当する者（以下

「若年取消該当者」という。）に係る通報及びその者に係る事務処理上必要な

資料の送付等が円滑に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。

第２ 処分決定等

１ 意見の聴取等

(1) 法第104条の２の４第１項、第２項又は第４項の規定により免許を取り消そ

うとする場合は、意見の聴取を行うことを要する。

当該意見の聴取は免許の取消しに係るものであることから、都道府県公安

委員会（以下「公安委員会」という。）がこれを行うこととなる。

(2) 意見の聴取の通知は、別記様式第１の意見の聴取通知書により行うことと

する。

(3) 意見の聴取通知書の「処分をしようとする理由」欄の記載については、そ

れぞれの処分理由により次の要領によるものとする。

ア 令第37条の10（若年運転者講習の受講の基準）に該当し、若年運転者講

習の通知を受けた者が、法第102条の３の規定に違反して講習を受けないと

認めるときは、別表第１の区分１の記載例によるものとする。

イ 若年運転者講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が



経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関し法の規定等に違反す

る行為をし、当該行為が令第39条の２の２（若年運転者講習終了者に係る

免許の取消しの基準）に該当したときは、別表第１の区分２の記載例によ

るものとする。

(4) 法第104条の２の４第１項の規定による免許の取消しに係る意見の聴取手続

の開始時期については、法第108条の３の３の規定による若年運転者講習の通

知に係る通知書を直接交付した場合には、交付した日の翌日から起算して１

月を経過した時点とし、同通知書を配達証明郵便により送付した場合には、

「郵便物配達証明書」の配達月日の翌日から起算して１月を経過した時点と

する。

２ 処分決定の決裁

免許の取消処分に係る公安委員会の事務は、法第114条の２において、警視総

監又は道府県警察本部長には委任されていないことから、公安委員会の決裁を

受けて処分決定を行うこと。

３ 処分決定通知

免許の取消処分の決定を行った時における若年取消該当者の住所地が、当該

決定を行った公安委員会以外の公安委員会の管轄区域にある場合には、当該決

定を行った公安委員会から当該者の住所地を管轄する公安委員会に対して、当

該決定を行ったことを別記様式第２の処分決定通知書を送付して通知するもの

とする。

第３ 処分の移送等

１ 公安委員会が法第104条の２の４第３項の規定により処分移送通知書(府令別

記様式第19の３の２の２）を送付するときは、原則として書留郵便により行う

ものとする。

２ 法第104条の２の４第１項の規定による取消しに係る処分移送通知書には、当

該処分に係る若年運転者講習の通知書（府令別記様式第22の11の２の２）の送

付に係る郵便物配達証明書等その他通知した事実の証明に必要な資料を添付す

るものとし、同条第２項の規定による取消しに係る処分移送通知書には、当該

取消しの事由に係る事実の証明に必要な書類等を添付するものとする。

３ 若年運転者期間に係る処分移送通知書の「理由」欄の記載は別表第１の記載

例によるものとし、同通知書の「備考」欄の記載は別表第２の記載例によるも

のとする。

４ 令第39条の２の２の基準に該当する処分事由が発生した時における若年取消

該当者の住所地が、当該処分事由の発生地以外の公安委員会の管轄区域内にあ

るときは、当該処分事由の発生地を管轄する公安委員会から若年取消該当者の

住所地を管轄する公安委員会に対して、別記様式第３の行政処分関係書類送付



書により関係書類を送付するものとする。

第４ 処分の執行

１ 運転免許取消処分書の交付の方法等

(1) 運転免許取消処分書（府令別記様式第19の３の４の２。以下「取消処分

書」という。）の「理由」欄の記載については、別表第３の記載例によるも

のとする。ただし、法第104条の２の４第１項を理由とするものについては、

若年運転者講習受講年月日、違反行為等の発生年月日、違反行為等の種別及

び点数欄は削除することができるものとする。

(2) 取消処分書を交付する際には、取消処分書の記載内容について記載漏れ又

は記載誤りがないかを確認するものとする。

(3) 取消処分書の交付は、あらかじめ口頭で処分の内容を告知した上で行うも

のとする。この際、当該者に対して、無免許運転の防止について指導すると

ともに、当該処分に係る運転免許証を返納させること。

(4) 取消処分書を交付する際は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第82

条に定める不利益処分に対する不服申立てに関する手続を書面（以下｢不服申

立てに関する書面」という。）で教示すること。

２ 併記免許保有者の取扱い

(1) 併記免許を有する者については、取消しに係る免許以外の現に取得してい

る免許の種類（以下「残免許」という。）を記載した新たな運転免許証を作

成し、交付すること。

この場合の運転免許証の有効期限は、返納に係る運転免許証と同一の期限

とし、運転免許証交付手数料は徴収しないものとする。

(2) 残免許の運転免許証については、即日交付を原則とするが、何らかの理由

により即日交付を行うことができない場合は、返納に係る運転免許証に穴を

開けるなど、外観上明白な措置を施した上で、備考欄に

若年取消手続中

年 月 日まで有効

年 月 日○○公委

と記載して押印し、当該運転免許証と引換え又は郵送により残免許の運転免

許証を交付すること。

第５ 処分執行の通知

１ 処分決定通知に係る者に対して取消処分書を交付した場合は、処分決定通知

を行った公安委員会から、当該者の住所地を管轄する公安委員会に対して、処

分を執行したことを別記様式第４の処分執行通知書を送付して通知するものと

する。

２ 処分決定を行った公安委員会が、後記第６の処分執行依頼をしたときは、当

該処分執行依頼を受けた公安委員会から執行通知書の送付を受けた後に、当該

行政処分に係る者の住所地を管轄する公安委員会に処分執行通知書を送付する



ものとする。

第６ 処分執行依頼

処分執行依頼とは、若年取消該当者の住所地又は居所が他の公安委員会の管

轄区域内にある場合に、取消処分書の交付を当該者の住所地又は居所を管轄す

る公安委員会に依頼して行うことをいう。

１ 処分執行依頼の通知

(1) 処分執行依頼は、別記様式第５の処分執行依頼書に、若年取消該当者に交

付する取消処分書、不服申立てに関する書面及び当該処分に係る別記様式第

６に定める若年運転者期間に係る行政処分処理票並びに「警察情報管理シス

テムによる運転者管理業務実施細則の改正について」（令和４年３月29日付

け警察庁丁運発第93号、丁情管発第513号。以下「運転者管理業務実施細則」

という。）に定める違反外処分・短縮・手配登録票（資料区分、処分登録公

安委員会コード（警察署コード）、処分年月日及び処分短縮以外のコードを

記載したもの。）の写しを添付して行うこと。

(2) 若年取消該当者に交付する取消処分書の余白欄に当該処分執行依頼をする

都道府県警察において独自の取扱事項を記載している場合にあっては、当該

事項を抹消すること。

(3) 処分決定通知と共に処分執行依頼を行う場合は、別記様式第２の表題を

「処分決定通知書」から「処分決定通知・処分執行依頼書」に変更し、本文

の「当公安委員会は、貴公安委員会の管轄区域内に住所を有する下記の者に

対し、免許の取消処分を決定したので通知する。」の後に、「また、下記の

者は、貴公安委員会の管轄区域内に住所を有する(居住している)者であるこ

とが判明したので、行政処分の執行を依頼する。」と追加記載して行うもの

とし、別記様式第５の処分執行依頼書の作成を省略するものとする。

２ 処分執行依頼を受けた都道府県警察の措置

若年取消該当者に対し取消処分書を交付するときは、当該処分書の交付者に

おいて、当該処分書の通知（交付）年月日を記載して行うものとする。

処分執行依頼を受け、若年取消該当者に取消処分書を交付したときは、別記

様式第７の執行通知書に当該処分書の写しを添付して、返納された運転免許証

と共に処分執行依頼をした都道府県警察に送付するものとする。

第７ 登録

若年取消該当者に取消処分書を交付したときは、運転者管理業務実施細則に

定める必要な処分登録を行うものとする。

第８ 行政処分処理票の作成

業務主管課長は、若年運転者期間に係る行政処分処理票を作成し、その処理

経過を明らかにしておくものとする。



別表 第 １

意 見 の 聴 取 通 知 書 の 「 処 分 を し よ う と す る 理 由 」 欄 の 記 載 例

区 分 記 載 例

道 路 交 通 法 第 １ ０ ８ 条 の ３ の ３ の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た

１ 後 、 同 法 第 １ ０ ２ 条 の ３ の 規 定 に 違 反 し て 同 法 第 １ ０ ８ 条 の

２ 第 １ 項 第 １ ４ 号 に 掲 げ る 若 年 運 転 者 講 習 を 受 け な か っ た た

め

道 路 交 通 法 第 １ ０ ８ 条 の ２ 第 １ 項 第 １ ４ 号 に 掲 げ る 若 年 運

転 者 講 習 終 了 後 、 同 法 第 １ ０ ２ 条 の ３ に 規 定 す る 若 年 運 転 者

期 間 が 経 過 す る こ と と な る ま で の 間 に 自 動 車 等 の 運 転 に 関 し

同 法 の 規 定 等 に 違 反 す る 行 為 を し 、 当 該 行 為 が 道 路 交 通 法 施

行 令 第 ３ ９ 条 の ２ の ２ の 基 準 に 該 当 す る こ と と な っ た た め

若年運転者講習受講年月日 年 月 日

２

違反行為等の発生年月日 違 反 行 為 等 の 種 別 点 数

年 月 日 点

年 月 日 点

年 月 日 点

合 計点 数

点



別表 第 ２

処 分 移 送 通 知 書 の 備 考 欄 の 記 載 例

○ 若 年 運 転 者 講 習 通 知 書 の 交 付 方 法

□ 直 接 交 付 □ 郵 送 に よ る

○ 添 付 資 料

□ 若 年 運 転 者 講 習 通 知 書

□ 郵 便 物 配 達 証 明 書

□ 行 政 処 分 関 係 書 類

□

別表 第 ３

運転 免 許 取 消 処 分 書 の 「 理 由 」 欄 の 記 載 例

（ 処 分 理 由 ）

□ 若 年 運 転 者 講 習 不 受 講

□ 若 年 運 転 者 講 習 受 講 後 基 準 該 当

理 若 年 運 転 者 講 習 受 講 年 月 日 年 月 日

違 反 行 為 等 の 発 生 年 月 日 違 反 行 為 等 の 種 別 点 数

年 月 日 点

由 年 月 日 点

年 月 日 点

合計点数

点



別記 様 式 第 １

第 号

年 月 日

意 見 の 聴 取 通 知 書

住 所

殿

公 安 委 員 会

道 路 交 通 法 第 １ ０ ４ 条 の ２ の ４ 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 あ な た に 対 する

下 記 理 由 に よ る 処 分 に 係 る 意 見 の 聴 取 を 下 記 に よ り 行 う の で 出 頭 さ れ るよ

う 通 知 し ま す 。

意 見 の 聴 取 期 日

意 見 の 聴 取 場 所

処 分 を し よ う

と す る 理 由

備 考 １ あ な た 又 は あ な た の 代 理 人 が 正 当 な 理 由 が な く て 出 頭 し な か っ

た と き は 、 意 見 の 聴 取 を 行 わ な い で 処 分 を し ま す 。

２ あ な た が 代 理 人 を 意 見 の 聴 取 に 出 席 さ せ よ う と す る と き は 、 代

理 人 １ 人 を 選 任 し 、 意 見 の 聴 取 の 期 日 ま で に 、 代 理 人 の 氏 名 及 び

住 所 並 び に あ な た が 代 理 人 に 対 し て あ な た の た め に 意 見 の 聴 取 に

関 す る 一 切 の 行 為 を す る こ と を 委 任 す る 旨 を 記 載 し た 文 書 を 提 出

し て く だ さ い 。

３ あ な た 又 は あ な た の 代 理 人 は 、 意 見 の 聴 取 に お い て 、 事 案 に つ

い て 意 見 を 述 べ 、 か つ 、 有 利 な 証 拠 を 提 出 す る こ と が で き ま す 。



別記 様 式 第 ２

第 号

年 月 日

公 安 委 員 会 殿

公 安 委 員 会

処 分 決 定 通 知 書

当 公 安 委 員 会 は 、 貴 公 安 委 員 会 の 管 轄 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 下 記 の 者 に 対 し 、

免許 の 取 消 処 分 を 決 定 し た の で 通 知 す る 。

記

住 所

氏 名 年 月 日 生

運 転 免 許 の

種 類

免 許 証 の 番 号 第 号 年 月 日 公 安 委 員 会 交 付

取 消 し に 係 る

□ 大 型 □ 中 型

免 許 の 種 類 □ 大 二 □ 中 二 □ 普 二 □ 大 特 二 □ け 引 二

処 分 決 定 日 年 月 日

処 分 の 理 由

備 考

備 考 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る 。



別記 様 式 第 ３

第 号

年 月 日

公 安 委 員 会 殿

公 安 委 員 会

行政 処 分 関 係 書 類 送 付 書

住 所

氏 名

上 記 の 者 は 、 貴 公 安 委 員 会 の 管 轄 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 で あ る が 、 当 公 安 委

員会 に お い て 行 政 処 分 を 要 す る と 認 め ら れ る 事 実 を 発 見 し た の で 、 当 該 事 実 に 係

る関 係 書 類 を 送 付 す る 。



別記 様 式 第 ４

第 号

年 月 日

公 安 委 員 会 殿

公 安 委 員 会

処 分 執 行 通 知 書

当 公 安 委 員 会 は 、 貴 公 安 委 員 会 の 管 轄 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 下 記 の 者 に 対 し 、

免許 の 取 消 処 分 を 行 っ た の で 通 知 す る 。

記

住 所

氏 名 年 月 日 生

運 転 免 許 の

種 類

免 許 証 の 番 号 第 号 年 月 日 公 安 委 員 会 交 付

取 消 し に 係 る

□ 大 型 □ 中 型

免 許 の 種 類 □ 大 二 □ 中 二 □ 普 二 □ 大 特 二 □ け 引 二

処 分 執 行 日 年 月 日

処 分 の 理 由

備 考

備 考 用 紙 の 大 き さ は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 と す る 。



別記 様 式 第 ５

第 号

年 月 日

公 安 委 員 会 殿

公 安 委 員 会

処 分 執 行 依 頼 書

住 所 （ 居 所 ）

氏 名

上 記 の 者 は 、 当 公 安 委 員 会 に お い て 処 分 決 定 を 行 っ た 者 で あ る が 、 貴 公 安 委 員

会の 管 轄 区 域 内 に 住 所 を 有 す る （ 居 住 し て い る ） 者 で あ る こ と が 判 明 し た の で 、

取消 処 分 書 に 係 る 事 実 に 基 づ き 行 政 処 分 の 執 行 を 依 頼 す る 。



別記様式第６（甲）

若 年 運 転 者 期 間 に 係 る 行 政 処 分 処 理 票（甲）

本 籍

住 所

被 職 業 勤務先

氏 名 年齢 平・令 年 月 日生 性別 男 女

処 第 号 年 月 日 公安委員会交付免許証番号

一 二 仮

分 大 中 準 普 大 大 普 小 原 け 大 中 普 大 け 大 中 準 普

中 自 自 中免許の種類

者 種 型 型 型 通 特 二 二 特 付 引 種 型 型 通 特 引 免 型 型 型 通

取消しに

係る免許 □大型 □中型

□大二 □中二 □普二 □大特二 □け引二

処 １ 道路交通法第１０８条の３の３の規定による通知を受けた後、同法第１０２条の３

の規定に違反して同法第１０８条の２第１項第１４号に掲げる若年運転者講習を受け

分 なかったため

理 ２ 道路交通法第１０８条の２第１項第１４号に掲げる若年運転者講習終了後、同法第

１０２条の３に規定する若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の

由 運転に関し同法の規定等に違反する行為をし、当該行為が道路交通法施行令第３９条

の２の２の基準に該当することとなったため

□ 若年運転者講習通知

配達（交付）年月日 年 月 日

□ 自府県事案 □ 他府県事案

年 月 日

発

移 送 先

処 分 移 送

年 月 日

受

移 送 元



別記様式第６（乙）

若 年 運 転 者 期 間 に 係 る 行 政 処 分 処 理 票（乙）

回数 通知年月日 通 知 方 法 出 頭 の 有 無

１回 年 月 日 □直接 □郵送 □出頭 □不出頭 □所在不明

意見の聴取 ２回

３回

処分決定 □ 取消し □その他（ ）

処分手配 □ 有 （年 月 日） □ 無

（登録）

年 月 日

発

処分通知 通 知 先

年 月 日

受

通 知 元

出 頭 通 知 年 月 日 出頭場所

処分執行

執 行 年 月 日 執行場所

登 録 票 作 成 □ 有 □ 無 登 録 □済 □ 未済

備考

備考 １ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

２ 処分理由は、該当番号に○印を付する。

３ 登録票は「警察情報管理システムによる運転者管理業務実施細則」の定めるところによ

る。



別記 様 式 第 ７

第 号

年 月 日

公 安 委 員 会 殿

公 安 委 員 会

執 行 通 知 書

住 所 （ 居 所 ）

氏 名

行 政 処 分 執 行 依 頼 書 （ ○ 年 ○ 月 ○ 日 付 け ○ ○ 発 第 ○ 号 ） に よ り 、 貴 公 安 委 員 会

から 行 政 処 分 執 行 依 頼 を 受 け た 上 記 の 者 に 対 し 、 行 政 処 分 を 執 行 し た の で 通 知 す

る。


